
（審議事項  ） 

第１３８７回経営委員会議案  

２０２１年１０月２６日 

 

 

日本放送協会放送受信規約の一部変更について 

 

 

日本放送協会放送受信規約について、別紙変更素案の通り、その内容

の一部を変更することとしたい。 

 

 

別紙 「日本放送協会放送受信規約 変更素案」 

 

参考  

（説明資料）放送受信規約の一部変更について 

      ～受信契約時等の届出事項の変更～ 

              

 

 

    

 

 

 

 

 

 



【参 考】  

放送法 関係条文  

（経営委員会の権限等）  

第２９条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。  

一 次に掲げる事項の議決  

イ～ヌ （略）  

ル 第６４条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準 

ヲ～オ （略） 

二 （略）  

２ （略）  

３ 経営委員会は、第１項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところ 

 により、広く一般の意見を求めるものとする。 

 

（受信契約及び受信料） 

第６４条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受

信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は

ラジオ放送（音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当

しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。）若しくは多重放送に限り受信するこ

とのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 

２ 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定

により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 

３ 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければな

らない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

４ 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これ

を協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



放送法施行規則 関係条文  

（意見の求め）  

第１８条 （略）  

２ 経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連 

する資料（第１号に掲げる事項にあつては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算

定根拠その他のこれに関連する資料、第３号に掲げる事項にあつては当該事項の案及びイン

ターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資

料）をあらかじめ公表し、意見（情報を含む。以下この条において同じ。）の提出先及び意見

の提出のための期間（以下 この条において「意見提出期間」という。）を定めて広く一般の

意見を求めなければならない。  

一 （略） 

二 法第６４条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準（受信契約の条項を法第７０条第 

 ４項の規定により定められた受信料の月額に一致させる変更の議決をしようとする場合及

び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰

下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。） 

三 （略） 

四 （略）  

３ 前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して３０日以上でなけれ 

 ばならない。  

４ 経営委員会は、意見提出期間内に提出された第２項各号に掲げる事項の案についての意見

（以下 この条において「提出意見」という。）を十分に考慮しなければならない。  

５ 経営委員会は、第２項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、 

 次に掲げる事項を公表しなければならない。  

一 議決した事項の題名  

二 議決した日  

三 提出意見（提出意見がなかつた場合にあつては、その旨）  

四 提出意見を考慮した結果（意見を求めた事項の案と議決した事項との差異を含む。）及び

その理由  

６ 前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経

営委員会は、同項第３号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表

することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員

会事務局における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。  

７・８ （略）  

９ 第２項、第５項及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとす

る。 

 

（契約条項に定める事項） 

第２３条 法第６４条第３項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一 受信契約の締結方法 

二 受信契約の単位 

三 受信料の徴収方法 

四 受信契約者の表示に関すること。 

五 受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続 

六 受信料の免除に関すること。 



七 受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方 

 法 

八 協会の免責事項及び責任事項 

九 契約条項の周知方法 

 

（契約条項の認可申請） 

第２４条 法第６４条第３項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる

事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 

一 設定又は変更しようとする契約条項 

二 設定又は変更しようとする理由 

三 契約条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明 

四 実施しようとする期日 
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（参考） 

【説明資料】 

 2021 年 10 月 26 日 

 

放送受信規約の一部変更について 

～受信契約時等の届出事項の変更～ 

 

ＮＨＫは、電子メールや電話を利用して、受信料の口座振替のご連絡や家族割引な

ど割引制度のご案内を行うこと等により、受信契約者のみなさまの利便性の向上につ

なげていきたいと考えています。 

ついては、現在、受信契約時等にいただいている電話番号および電子メールアドレ

スについて、放送受信規約上の届出事項として規定することを検討しています。 

あわせて、一部の事項の届け出を不要とすることも検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 世帯（住居）の受信契約について、受信契約時と解約時の「受信機の数」の届け

出を不要とすることを検討しています。（事業所等住居以外の受信契約は変更

ありません。） 

電話番号・電子メールアドレスのお届けについて 

〇 新たに受信契約をする場合は、受信契約書の提出の際に、あわせてお届けい

ただくことを検討しています。 

〇 受信契約がすでにある場合は、今後住所変更のお手続き等の際に、あわせて

お届けいただくことを検討しています。（すでにお届けいただいている場合は

あらためてのお手続きの必要はありません。） 

〇電話番号や電子メールアドレスを変更された場合は、変更後の電話番号や電子

メールアドレスをお届けいただくことを検討しています。 

※ 電話番号や電子メールアドレスをご利用でない場合は、お届けいただく必要

はありません。 

※ 個人情報の取得にあたっては利用目的を明示し、その範囲内で適切に利用す

るとともに、個人情報の適切な管理を徹底します。 

【放送受信契約に関する個人情報の利用目的】 

https://www.nhk.or.jp/privacy/houdou_igai/mokuteki.html 
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放送受信規約の変更素案の内容 

＜電話番号および電子メールアドレスを届出事項として新たに規定＞ 

○ 放送受信契約書の提出に際して、受信機の設置者が利用している電話番号およ

び電子メールアドレスを届け出ることを規定（変更案第３条第５項） 

○ 届け出た電話番号または電子メールアドレスを変更した場合は、その旨を届け出

ることを規定（変更案第８条第３項） 

○ 既に放送受信契約を締結している者については、住所変更、契約種別の変更そ

の他の各種手続き時に電話番号および電子メールアドレスを届け出ることを規

定（変更案付則第２項） 

＜「受信機の数」を届出事項から削除（世帯の放送受信契約の場合）＞ 

○ 放送受信契約書提出時の届出事項から「受信機の数」を削除（現行第３条第１項

第４号を削除、事業所等住居以外の放送受信契約の届け出について変更案第３

条第 1 項第５号に規定） 

○ 放送受信契約の解約時の届出事項から「受信機の数」を削除（現行第９条第１項

第２号を削除、事業所等住居以外の放送受信契約の届け出について変更案第９

条第 1 項第３号に規定） 

 

 

 

                                     










